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(57)【要約】
【課題】高張力鋼の長所を活用しながら、製品の安全性
と規格強度とを維持し、生産効率が高く、有効に重量軽
減を図れ、組工グレーチングにも適用可能で、価格競争
力がより高く、かつ、製造上の安全を最大限確保するこ
とができる高張力鋼グレーチングの製造方法を提供する
。
【解決手段】立てた状態で平行に並べられ荷重を負担す
る主部材１と、この主部材に連結される少なくとも連結
部材２または端部材３とのいずれかを備えたグレーチン
グ５であって、少なくとも前記主部材１の素材を、許容
応力が３００Ｎ／ｍｍ２以上３８０Ｎ／ｍｍ２以下で、
引張り強さが８５０Ｎ／ｍｍ２以下の高張力鋼であって
、その範囲内の与えられた許容応力を満足する前記素材
の降伏点が前記許容応力の１．３倍以上であり、かつ、
引張強さが該許容応力の１．８倍以上という２つの条件
を共に満たすものとする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
立てた状態で平行に並べられ荷重を負担する主部材と、少なくとも、前記主部材の両端部
分を連結して開口を形成する端部材、または、前記主部材の平行並列状態を維持するよう
に該主部材の両端部分以外の部分を連結する連結部材のいずれか、を備えたグレーチング
の製造方法であって、少なくとも前記主部材の素材を、許容応力が３００Ｎ／ｍｍ２以上
３８０Ｎ／ｍｍ２以下で、引張り強さが８５０Ｎ／ｍｍ２以下の高張力鋼であって、その
範囲内の与えられた許容応力を満足する前記素材の降伏点が前記許容応力の１．３倍以上
であり、かつ、引張強さが該許容応力の１．８倍以上という２つの条件を共に満たすもの
とすることを特徴とする高張力鋼グレーチングの製造方法。
【請求項２】
主部材は、最大厚部分の厚さが３ｍｍ以上であるＩバー形状であることを特徴とする請求
項１記載の高張力鋼グレ－チングの製造方法。
【請求項３】
少なくとも主部材の素材は、Ｃ＋Ｍｎ／６の含有量が、０．６０％以下であることを特徴
とする請求項１または２記載の高張力鋼グレ－チングの製造方法。
【請求項４】
少なくとも主部材の素材は、ケイ素Ｓｉの含有量が、０．０１％～０．０６％、０．１３
％～０．３％であることを特徴とする請求項１～３のいずれか記載の高張力鋼グレ－チン
グの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、道路の側溝や集水枡などの蓋や床板として用いられ、少なくともその主部材の
素材に高張力鋼を用いた高張力鋼グレーチングの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
舗装道路の側溝などの蓋として用いられるグレーチングは、一般的には、Ｉ字形を含む断
面矩形の主部材を立てた状態で平行に並べ、その上端側を連結部材で連結して、開口を形
成し、主部材の両端部をそれぞれ端部材で連結したもので、道路上の雨水や土砂がその開
口を通過して側溝内に落ち込むようになっている。また、グレーチングには、主部材と端
部材、または、主部材と連結部材だけで開口を形成しているものもある。
【０００３】
また、通常、グレーチングは、その上を人や車両が通過するものなので、凹凸をなくすよ
うに、連結部材などは主部材に対して、連結部材などが主部材の上端面から突出しないよ
うな状態で、連結固定されている。
【０００４】
ところで、このグレーチングの強度を維持しながら、軽量化を図るのに、また、同じ形状
でありながら、強度を向上させるグレーチングの素材として、高張力鋼を用いるのが良い
が、このグレーチングの素材として高張力鋼を用いることについては、すでに特許文献１
、２に記載されている。
【０００５】
図２０は、本発明の高張力鋼グレーチングの背景技術の一例を示すもので、（ａ）は、使
用状態を示す外観斜視図、（ｂ）は、（ａ）の要部断面図、（ｃ）は、（ｂ）のＣ矢視図
であり、この高張力鋼グレーチングは特許文献１に記載されたものである。
【０００６】
この高張力鋼グレーチング１５は、ツバなしのグレーチングにおいて、主部材１１だけを
高張力鋼を素材とし、他の連結部材１２、端部材１３は、高張力鋼でない一般構造用鋼を
素材とした点を特徴とする。また、この例では、連結部材１２は、ツイストされていない
丸棒をそのまま用いたものである。なお、符号Ｗは、主部材１１と連結部材１２との間に
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形成される開口を、ＵＡは、道路の側溝に用いられたＵ字溝を、Ｕｂは、そのＵ字溝にグ
レーチング１５を嵌め込むための段部を示している。
【０００７】
このようにすると、連結部材１２を主部材１１に突き合わせ抵抗溶接した後、端部材１３
を接合して製品とする過程での歪みの量が少なく、また、歪みが生じたとしても、その矯
正がしやすく、高張力鋼を素材として用いた高張力鋼グレーチング１５として、製品基準
に合致した良品を生産効率つまり経済性のよい工程で製造することができる。
【０００８】
また、図２０（ｂ）に示すように、主部材１１の厚さＡｂを薄くできる結果、主部材１１
の設置ピッチＢＰが同じで有っても、開口Ｗの開口ピッチＢＷを大きくすることができ、
通水性能を向上させることができる。
【０００９】
また、特許文献２では、上記段部Ｕｂが無いような溝部に用い、溝の上面に載るツバによ
って、グレ－チングへの荷重を受けるようなツバ付きグレーチングにおいて、このツバを
構成する端部材であるＺ字形状部材の素材を高張力鋼とすることで、同じ強度を保ちなが
ら、薄肉化を達成し、かつ、この薄肉化によって、ツバ付き端部材を一般に容易入手可能
な高張力鋼板を塑性加工することにより製造可能として、主部材を含むグレーチングの仕
様要求に小ロットで即座に対応可能とできることを含め、複数の格別の効果を発揮するこ
とができるツバ付きの高張力鋼グレーチングを提案している。
【００１０】
しかしながら、これらの特許発明を提案した本出願人においては、その出願後６年間に渡
って、特許発明の高張力鋼グレーチングを百万個製造・販売しながら、製造工程中に生じ
た様々な問題を解決し、実地使用状況の報告などを検討することで、現状の高張力鋼グレ
ーチングについて、いくつかの改良すべき解決課題を発見した。
【００１１】
その一つとして、主部材の高張力鋼の引張強さが高すぎると、製造工程において、主部材
と連結部材とを連結した状態の複数並列された主部材で構成されるグレーチング中間長尺
体をそのまま回転カッターで切断する場合に、切断刃の持ちが悪く生産効率をさげ、生産
コストが高くなってしまうという問題を発見した。回転カッターに代えて、超高圧ジェッ
ト水切断機や、レーザー切断機等も検討したが、上記状態の主部材の切断に不向だったり
、高価すぎてコスト的に採用できないということが解った。
【００１２】
また、使用する高張力鋼の引張強さを単に高くするだけでは、重量軽減と運輸コストの軽
減とがある反面、材料単価の上昇や、製造効率が向上しない場合もあることから、かえっ
て、全体的な生産効率向上つまりコスト軽減のより良い改善や、改善にはならないという
問題点も発見した。なお、上述の解決課題は、６年以上に渡り百万個以上の高張力鋼グレ
ーチングを製造してきた本出願人だからこそ発見し得たものであり、解決課題自身が新規
なものである。
【００１３】
また、特許文献３には、高張力鋼グレーチングにおいては、重量軽減ができるとともに、
コストの低減を図ることができることができること（同文献の段落［００２６］）が記載
してあるが、上記のようなコストの上昇要因の問題や、引張強さの全範囲に対して、どの
ようにコストが変化するかといこと、更に、どうすれば最も経済的で価格競争力のある高
張力鋼グレーチングの製造方法が提供できるかということについて、一切記載されていな
かった。
【００１４】
更に、これまでの蓄積によれば、特許文献３に記載の高張力鋼などを用いるだけでは、高
張力鋼グレーチングの販売価格を、従来の一般構造用鋼を用いたグレーチングに比べて、
９５％程度とすることはできるが、それ以上の低減をすることはできなかった。円安の影
響で、鋼材の価格も上昇する傾向にあるが、その鋼材価格の上昇に対しても対応できるよ
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うなコスト軽減も求められていた。
【００１５】
また、上記では、主部材に連結部材を突き合わせ抵抗溶接した圧接グレーチングについて
記載しているが、高張力鋼は、主部材に連結部材などを通常の溶接で連結するような組工
グレーチングの主部材などにも用いることができ、このような組工グレーチングの場合の
コスト軽減の問題も新たな課題として発生してきている。
【００１６】
また、高張力鋼である主部材を切断する際に、圧接グレーチングの場合は、回転する切断
刃を用いるが、切断対象となる主部材の引張強さがある程度以上となると、切断刃の持ち
時間の大きな低下に加えて、破損が生じることが解った。このような切断刃の切断中の破
損は、加工中の刃の取り替えという時間の大きなロスに加え、飛び散った破片により作業
者に危害が及ぶという製造工程上の安全の問題でもあった。同様の問題は、以下に説明す
るように組工グレーチングの場合にも発生することが見込まれた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１７】
【特許文献１】特許第４６６４１０号公報（図３）
【特許文献２】特許第４６６４０４号公報（図１、２）
【特許文献３】特開２００９－０５７７５０号公報（図１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
本発明は、上記問題を改善しようとするもので、高張力鋼の長所を活用しながら、製品の
安全性と規格強度とを維持し、生産効率が高く、有効に重量軽減を図れ、組工グレーチン
グにも適用可能で、価格競争力がより高く、かつ、製造上の安全を最大限確保することが
できる高張力鋼グレーチングの製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
本発明の高張力鋼グレーチングの製造方法は、立てた状態で平行に並べられ荷重を負担す
る主部材と、少なくとも、前記主部材の両端部分を連結して開口を形成する端部材、また
は、前記主部材の平行並列状態を維持するように該主部材の両端部分以外の部分を連結す
る連結部材のいずれか、を備えたグレーチングの製造方法であって、少なくとも前記主部
材の素材を、許容応力が３００Ｎ／ｍｍ２以上３８０Ｎ／ｍｍ２以下で、引張り強さが８
５０Ｎ／ｍｍ２以下の高張力鋼であって、その範囲内の与えられた許容応力を満足する前
記素材の降伏点が前記許容応力の１．３倍以上であり、かつ、引張強さが該許容応力の１
．８倍以上という２つの条件を共に満たすものとすることを特徴とするので、高張力鋼の
長所を活用しながら、製品の安全性と規格強度とを維持し、生産効率が高く、有効に重量
軽減を図れ、組工グレーチングにも適用可能で、価格競争力がより高く、かつ、製造上の
安全を最大限確保することができる高張力鋼グレーチングの製造方法を提供することがで
きる。
【００２０】
なお、降伏点の上限の記載がないが、鋼材の一般常識で、降伏点は引張強さより小さいの
で、上記引張強さの上限があれば、降伏点の上限は自動的に定まるものである。
【発明の効果】
【００２１】
上記、解決手段に記載した通りである。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の高張力鋼グレーチングの一例を示すもので、（ａ）はその主部材の断面
図、（ｂ）は（ａ）の主部材を用いた高張力鋼グレーチングの使用状態を示す外観斜視図
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、（ｃ）、（ｄ）、（ｅ）は主部材の他例の断面図
【図２】本発明の高張力鋼グレーチングにおいて、主部材に連結部材を連結し、製品とし
て所定長さに切断する前のグレーチング中間長尺体を示す斜視図
【図３】（ａ）は、図２のグレーチング中間長尺体を切断する状態を概念的に示す外観斜
視図、（ｂ）は、（ａ）の切断刃を示す外観斜視図
【図４】図１、２の高張力鋼グレーチングについての種々のコストデータを示すグラフで
あって、（ａ）は、許容応力（Ｎ／ｍｍ２：横軸）に対する切断コスト上昇率（縦軸。単
位：％。許容応力＝１６０Ｎ／ｍｍ２のコストを１００％としている。）を示すグラフ、
（ｂ）は、同高張力鋼グレーチングの主部材の許容応力（Ｎ／ｍｍ２：横軸）に対する重
量低下率（縦軸。単位：％。許容応力＝１６０Ｎ／ｍｍ２の重量を１００％としている。
）を示すグラフ
【図５】図１、２の高張力鋼グレーチングについての種々のコストデータを示すグラフで
あって、（ａ）は、許容応力（Ｎ／ｍｍ２：横軸）に対する主部材単価上昇率（縦軸。単
位：％。許容応力＝１６０Ｎ／ｍｍ２のコストを１００％としている。）を示すグラフ、
（ｂ）は、同高張力鋼グレーチングの主部材の許容応力（Ｎ／ｍｍ２：横軸）に対するコ
スト低下率（縦軸。単位：％。許容応力＝１６０Ｎ／ｍｍ２のコストを１００％としてい
る。）を示すグラフ
【図６】本発明の高張力鋼グレーチングの他例を示すもので、（ａ）は、その正面図、（
ｂ）は、（ａ）の側面図
【図７】（ａ）は図６の高張力鋼グレーチングの主部材を切断する切断機の一例を示す要
部斜視図、（ｂ）は、例えば、図１１の高張力鋼グレーチングの主部材をパンチングする
パンチング加工機の一例を示す概念図
【図８】図６の高張力鋼グレーチングについての種々のコストデータを示すグラフであっ
て、（ａ）は、許容応力（Ｎ／ｍｍ２：横軸）に対する切断コスト上昇率（縦軸。単位：
％。許容応力＝１６０Ｎ／ｍｍ２のコストを１００％としている。）を示すグラフ、（ｂ
）は、同高張力鋼グレーチングの主部材の許容応力（Ｎ／ｍｍ２：横軸）に対する重量低
下率（縦軸。単位：％。許容応力＝１６０Ｎ／ｍｍ２の重量を１００％としている。）を
示すグラフ
【図９】図６の高張力鋼グレーチングについての種々のコストデータを示すグラフであっ
て、（ａ）は、許容応力（Ｎ／ｍｍ２：横軸）に対する主部材単価上昇率（縦軸。単位：
％。許容応力＝１６０Ｎ／ｍｍ２のコストを１００％としている。）を示すグラフ、（ｂ
）は、同高張力鋼グレーチングの主部材の許容応力（Ｎ／ｍｍ２：横軸）に対するコスト
低下率（縦軸。単位：％。許容応力＝１６０Ｎ／ｍｍ２のコストを１００％としている。
）を示すグラフ
【図１０】本発明の高張力鋼グレーチングの他例を示すもので、（ａ）は、その正面図、
（ｂ）は、（ａ）のＡＡ矢視断面図
【図１１】本発明の高張力鋼グレーチングの他例を示すもので、（ａ）は、その主部材と
連結部材との関係を示す斜視図、（ｂ）は、（ａ）の主部材と連結部材とで構成された高
張力鋼グレーチングの外観斜視図
【図１２】本発明の高張力鋼グレーチングの他例を示すもので、（ａ）は、その主部材と
連結部材との関係を示す斜視図、（ｂ）は、（ａ）の主部材と連結部材とで構成された高
張力鋼グレーチングの外観斜視図
【図１３】本発明の高張力鋼グレーチングの他例を示すもので、（ａ）は、その主部材と
連結部材との関係を示す斜視図、（ｂ）は、（ａ）の主部材と連結部材とで構成された高
張力鋼グレーチングの外観斜視図
【図１４】本発明の高張力鋼グレーチングの他例を示すもので、（ａ）は、その主部材と
連結部材との関係を示す斜視図、（ｂ）は、（ａ）の主部材と連結部材とで構成された高
張力鋼グレーチングの外観斜視図
【図１５】本発明の高張力鋼グレーチングの他例を示すもので、（ａ）は、その主部材と
連結部材との関係を示す斜視図、（ｂ）は、（ａ）の主部材と連結部材との連結部分の正
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面図、（ｃ）は、（ｂ）のＤＤ矢視断面図、（ｄ）は、（ａ）の主部材と連結部材とで構
成された高張力鋼グレーチングの外観斜視図
【図１６】本発明の高張力鋼グレーチングの他例を示すもので、（ａ）は、その主部材と
連結部材との関係を示す斜視図、（ｂ）は、（ａ）の主部材と連結部材とで構成された高
張力鋼グレーチングの外観斜視図
【図１７】本発明の高張力鋼グレーチングの他例を示すもので、（ａ）は、端部材となる
ツバ部分にＬ型鋼を用いた高張力鋼グレーチングを示す外観斜視図、（ｂ）は、全高調整
のためのパイプ脚を備えた高張力鋼グレーチングの外観斜視図
【図１８】本発明の高張力鋼グレーチングの他例を示すもので、（ａ）は外観上面図、（
ｂ）は（ａ）のＥＥ矢視断面図、（ｃ）は（ａ）の本体部を示す上面図、（ｄ）は（ａ）
の通水板を示す上面図
【図１９】本発明の高張力鋼グレーチングの他例を示すもので、（ａ）は、主部材と連結
部材とだけの高張力鋼グレーチングを示す外観斜視図、（ｂ）は、（ａ）に全高調整のた
めのパイプ脚を備えた高張力鋼グレーチングの外観斜視図
【図２０】本発明の高張力鋼グレーチングの背景技術の一例を示すもので、（ａ）は、使
用状態を示す外観斜視図、（ｂ）は、（ａ）の要部断面図、（ｃ）は、（ｂ）のＣ矢視図
【符号の説明】
【００２３】
１～１Ｋ，１ＫＡ 主部材
１ａ 両端部
２～２Ｊ 連結部材
３、３Ｄ、３Ｋ、３Ｌ，３ＬＡ 端部材
５～５Ｍ 高張力鋼グレーチング
Ｗ 開口
ＷＴ 荷重
【発明を実施するための形態】
【００２４】
以下に、本発明の実施の形態（実施例）について、図面を用いて説明する。
【００２５】
＜実施形態１＞
図１は、本発明の高張力鋼グレーチングの一例を示すもので、（ａ）はその主部材の断面
図、（ｂ）は（ａ）の主部材を用いた高張力鋼グレーチングの使用状態を示す外観斜視図
、（ｃ）、（ｄ）、（ｅ）は主部材の他例の断面図、図２は、本発明の高張力鋼グレーチ
ングにおいて、主部材に連結部材を連結し、製品として所定長さに切断する前のグレーチ
ング中間長尺体を示す斜視図、図３（ａ）は、図２のグレーチング中間長尺体を切断する
状態を概念的に示す外観斜視図、（ｂ）は、（ａ）の切断刃を示す外観斜視図である。
【００２６】
なお、本願では、力を表す単位として「Ｎ／ｍｍ２」を用いるが、その代用表記として、
「Ｎ／ｍｍ２」を用いる。
【００２７】
図４は、図１、２の高張力鋼グレーチングについての種々のコストデータを示すグラフで
あって、（ａ）は、許容応力（Ｎ／ｍｍ２：横軸）に対する切断コスト上昇率（縦軸。単
位：％。許容応力＝１６０Ｎ／ｍｍ２のコストを１００％としている。）を示すグラフ、
（ｂ）は、同高張力鋼グレーチングの主部材の許容応力（Ｎ／ｍｍ２：横軸）に対する重
量低下率（縦軸。単位：％。許容応力＝１６０Ｎ／ｍｍ２の重量を１００％としている。
）を示すグラフである。 
【００２８】
図５は、図１、２の高張力鋼グレーチングについての種々のコストデータを示すグラフで
あって、（ａ）は、許容応力（Ｎ／ｍｍ２：横軸）に対する主部材単価上昇率（縦軸。単
位：％。許容応力＝１６０Ｎ／ｍｍ２のコストを１００％としている。）を示すグラフ、
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（ｂ）は、同高張力鋼グレーチングの主部材の許容応力（Ｎ／ｍｍ２：横軸）に対するコ
スト低下率（縦軸。単位：％。許容応力＝１６０Ｎ／ｍｍ２のコストを１００％としてい
る。）を示すグラフである。
【００２９】
なお、図１、図１０、図１７に示した高張力鋼グレーチングは、主部材への連結部材の連
結に突き合わせ抵抗溶接を用いる圧接式のものである。
【００３０】
この高張力鋼グレーチング５は、図１に示すように、荷重を負担する主部材１を立てた状
態で平行に並べ、これらの主部材１を一定間隔で連結する連結部材２をもって開口Ｗを形
成し、これらの主部材１の両端部１ａを端部材３で連結したグレーチングであって、少な
くとも前記主部材の素材を、許容応力が３００Ｎ／ｍｍ２以上３８０Ｎ／ｍｍ２以下で、
引張り強さが８５０Ｎ／ｍｍ２以下の高張力鋼であって、その範囲内の与えられた許容応
力を満足する前記素材の降伏点が前記許容応力の１．３倍以上であり、かつ、引張強さが
該許容応力の１．８倍以上という２つの条件を共に満たすものとするものであるとして製
造された点を特徴とする。
【００３１】
本出願人は、上記のように、従来鋼のグレーチングに比べ、単に素材を高張力鋼とするだ
けでは達成し得ない、高張力鋼の長所を活用しながら、製品の安全性と規格強度とを維持
し、生産効率が高く、有効に重量軽減を図れ、組工グレーチングにも適用可能で、価格競
争力がより高く、かつ、製造上の安全を最大限確保することができる高張力鋼グレーチン
グの製造方法を創出したが、その内容について、図を用いて説明する。以下、そのコスト
に関与する各要素について順に説明する。
【００３２】
なお、符号Ｗは、主部材１１と連結部材１２との間に形成される開口を、Ｕは、道路の側
溝に用いられたＵ字溝を、Ｕｂは、そのＵ字溝にグレーチング１５を嵌め込むための段部
を示しており、この高張力鋼グレーチング５は、主部材１の両端が段部Ｕｂに載せられて
、グレーチング５への荷重ＷＴを支えている。また、図１（ａ）、（ｃ）、（ｄ）、（ｅ
）の主部材の種々の形状については、実施形態３において説明する。
【００３３】
以下、図４、５のグラフを用いて、高張力鋼を含む鋼材の引張強さ（許容応力）とコスト
の関係であって、本願のコスト要素の第１の要素について説明する。図２に示すグレーチ
ング中間長尺体５ｍは、一般に、真っ直ぐな長尺材として通常６ｍ程度の長さで提供され
る主部材用の高張力鋼素材１ｍを複数本（一般的には３４本。なお図では、その本数に達
していない。）並列させ、それらを連結部材２ｍで連結して、連結後の全幅は、一般に９
９５ｍｍである。
【００３４】
このグレーチング中間長尺体５ｍを、長手方向に直角に、通常、１４回、図２において、
二点鎖線の切断線ＣＬで示したように切断して、個々のグレーチングの元となるものがで
きる。図３（ａ）はその切断の様子を示すもので、図３（ｂ）はその切断に用いる切断刃
ＧＣを示している。図３においては、符号ＧＴは、回転切断機を示している。
【００３５】
回転切断機ＧＴと切断刃ＧＣとには、冷却液を注ぎながら切断する冷間切断のものと、特
に冷却液を用いない、熱間切断のものとがあり、熱間の場合には、切断時には、火花が生
じる。双方とも、切断する対象とする主部材の引張強さ（Ｎ／ｍｍ２）に対して、切断刃
の刃の持ち（何回切断できるか）が変わるものである。
【００３６】
結果として、主部材の引張強さ（Ｎ／ｍｍ２）が大きくなるに連れて切断刃の持ちは引張
強さの自乗に反比例するように短くなり、８５０Ｎ／ｍｍ２を越える範囲では、切断刃の
破損の恐れが０％とは言えない状態（実際に破損が生じたことがあった）となり、製造工
程上の作業者の安全を確保できないことが解った。この切断刃の持ちを考慮した切断コス
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ト上昇率と引張強さ（Ｎ／ｍｍ２）との関係を、上記の条件を満たすように設定された許
容応力（Ｎ／ｍｍ２）用いて示したのが、図４（ａ）である。
【００３７】
なお、本願では、許容応力を基準として、高張力鋼グレーチングのコストについて検討す
る。その理由は、本出願人が、高張力鋼グレーチングを６年以上にわたり１００万個以上
製造して来たなかで、グレーチングの安全性を確保するためには鋼材１本あたりで荷重を
支える許容応力が最も重要であり、コストの軽減もこの許容応力を基準として考察すべき
と体験的に得たからである。
【００３８】
この図４（ａ）のグラフは、許容応力が１６０Ｎ／ｍｍ２の場合（一般鋼の場合）を１０
０％として、一枚の切断刃の価格を、その切断刃で切断することができる、グレーチング
中間長尺体５ｍの切断線ＣＬを切断する回数で割った費用と、一回の切断に要する人件費
等を加算したもので、実際に、高張力鋼の許容応力（Ｎ／ｍｍ２）が大きくなるにつれて
全体としての切断コスト上昇率（％）がどのように変化するかを示すものである。
【００３９】
この図４（ａ）から、高張力鋼の許容応力が３８０Ｎ／ｍｍ２までは、切断コスト上昇率
は、一般鋼のグレーチングの場合（許容応力＝１６０Ｎ／ｍｍ２）に比べ、最大２００％
となるが、漸増状態であることが分かる。
【００４０】
一方、許容応力３８０Ｎ／ｍｍ２を超えた部分では、高張力鋼の引張強さが８５０Ｎ／ｍ
ｍ２を超え、切断刃の持ちが極端に悪くなると共に、一つのグレーチング中間長尺体５ｍ
の全部を切り終えるまでに切断刃の交換が生じて工数が大幅に増え、切断刃の破損の問題
を考慮しなければならないので、仮想的な切断コストの上昇率は計上できるが、製造上の
安全を考えると、素材として採用できない、ということが分かった。
【００４１】
このことを、この図４（ａ）では、許容応力４００Ｎ／ｍｍ２以上、つまり、引張強さ８
５０Ｎ／ｍｍ２を超える可能性のある場合について、仮想的に白丸と点線で切断コスト上
昇率として示しているが、一般鋼に比べて、９００％以上となるものであった。なお、以
下の各図においても、製造上の安全を確保する点から実際には使用できない部分のグラフ
を白丸と点線で示すことにする。
【００４２】
また、この図４（ａ）で示したグラフは、これまでの一般鋼で用いていた設備、つまり、
加工機械や、加工工具をそのまま利用するという条件で得られたものである。切断刃の持
ちや破損の問題や以下に説明する組工の場合の切断型の同様の問題は、引張強度の高い高
張力鋼にも対応できるものに変えることで解決可能性があるが、その場合は、それに用い
る切断機等もより強度の高いものにしたり、切断刃などの価格も大きく上昇し、コスト上
採用することが困難である。
【００４３】
つまり、本願では、従来設備をそのまま利用しながら、高張力鋼グレーチングが製造でき
るということを前提にしており、ここで説明する種々のグラフや作用効果もその前提のも
とに得られたものである。そして、従来設備をそのまま使えるということは、出願人にお
いても、今後、高張力鋼グレーチングの生産量を増産するために、外注加工する場合でも
、その外注工場などに余分な追加投資を発生させないという点で、省資源と迅速な増産へ
の対応を可能とするという効果を発揮し得るものである。
【００４４】
図４（ｂ）は、上記の高張力鋼グレーチングの主部材の許容応力（Ｎ／ｍｍ２：横軸）に
対する重量低下率（縦軸。単位：％。許容応力＝１６０Ｎ／ｍｍ２の重量を１００％とし
ている。）を示すグラフである。このグラフで、例えば、重量低下率８０％とあるのは、
許容応力＝１６０Ｎ／ｍｍ２の重量に比べ、２０％減量されて、８０％の重量となったと
いう意味である。
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【００４５】
このグラフでは、重量低下率について、許容応力が１６０Ｎ／ｍｍ２以上で２２０Ｎ／ｍ
ｍ２未満のグループＡと、許容応力が２２０Ｎ／ｍｍ２以上で３００Ｎ／ｍｍ２未満のグ
ループＢと、許容応力が３００Ｎ／ｍｍ２以上で３８０Ｎ／ｍｍ２以下のグループＣと、
許容応力が３８０Ｎ／ｍｍ２より大きいグループＤとの４つの許容応力グループがあって
、各グループ内では、重量低下率が等しく、グループがＡ、Ｂ，Ｃ，Ｄと異なると、重量
低下率も１００％、約１２％減の約８２％、約２８％減の約７２％、約３３％減の約６７
％となっていることが示されている。
【００４６】
このグループ化の概念は、従来の一般鋼を素材とするグレーチングでは全く知見のなかっ
たもので、６年間以上、百万台以上の高張力鋼グレーチングを製造販売してきた蓄積の中
で初めて体験的に得られた知見である。つまり、実際に主部材の素材を鋼材メーカに発注
する際、厳密に許容応力などの規格を指定しても、その通りの規格の素材が提供されるこ
とはコスト的に非常に困難であり、ある一定の許容応力の範囲内でないと低コストのもの
が確実に提供されない、ということが経験的に分かったのである。
【００４７】
このため、素材発注の場合は、今回得られたグループ毎の許容応力範囲で行うしかなく、
その場合に、そのグループの許容応力の最低値で重量低下率を計算しないと安全性を確保
できない、ということのために、重量低下率が各グループ内では等しくなるのである。
【００４８】
つまり、高張力鋼の場合は、選択可能な引張強さの選択肢が広く、理論上は求める許容応
力に対応した引張強さの高張力鋼を素材として発注できるが、実際に、納入される高張力
鋼素材の強度データをチェックすると、特定の引張強さにこだわると、非常に単価の高い
ものになり、結局、上述した許容応力グループから、本願発明で上記した条件に基づき算
出した引張強さのグループ単位で発注しないと、従来の一般鋼より高い許容応力を確保し
ながら、コスト競争力のある単価の高張力鋼素材を入手できない、ということが分かった
のである。
【００４９】
よって、このようなグループ分けと、その結果としてのこのグラフに示された重量低下率
そのものが、従来、知見も、示唆もされ得なかったものである。そもそも、引張強さの規
格範囲が一定値の単一グループに限定されていた従来のグレーチングに比べ、引張強さ（
許容応力）が種々選択可能な高張力鋼グレーチングでは、そのような複数のグループ化が
必要である、ということが当業者にとっても予見不可能なことであり、上記経験の蓄積と
、その蓄積の分析の結果、この出願で初めて明らかにされることである。
【００５０】
この許容応力グループＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄは、これ以降のグラフでも同じ理由により採用され
ている。また、許容応力グループＤは、この図４（ｂ）でも示し、図４（ａ）でも説明し
たように、製造上の安全を最大限確保するという点では採用不可能なグループであり、そ
のグラフは仮想的に示したものである。
【００５１】
図５（ａ）は、許容応力（Ｎ／ｍｍ２：横軸）に対する主部材単価上昇率（縦軸。単位：
％。許容応力＝１６０Ｎ／ｍｍ２の単価を１００％としている。）を示すグラフである、
これによると、高張力鋼の許容応力に対する主部材の素材単価（キロ単価）は、グループ
Ｂでは、約１１７％と急増し、グループＣでは約１２２％と漸増し、グループＤでは約１
３３とまた急増していることが解る。
【００５２】
このようなグループＢ，Ｃ，Ｄに対する素材単価（キロ単価）の増加の不均一性も従来鋼
から想定される、許容応力（引張強さ）の上昇に対して同じような上昇をするという常識
からは予見し得なかったものであり、上記の実績を踏まえた全体的なコスト分析により初
めて知見できたことである。
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【００５３】
上記全てのコスト要因を考慮して、図５（ｂ）の主部材の許容応力（Ｎ／ｍｍ２：横軸）
に対するコスト低下率（縦軸。単位：％。許容応力＝１６０Ｎ／ｍｍ２のコストを１００
％としている。）を示すグラフが得られた。このグラフで、例えば、コスト低下率８０％
とあるのは、許容応力＝１６０Ｎ／ｍｍ２のコストに比べて、コストが２０％下がり、８
０％になったということを示す。
【００５４】
この図５（ｂ）を見ると、最もコスト低減率が大きい部分は、許容応力が３００～３８０
Ｎ／ｍｍ２のグループＣであり、従来鋼に比べ、約２０％減の８０％程度のコストが達成
されている。これにより、このグループＣの高張力鋼を主部材として使用すると、これま
で従来鋼に比べ、販売価格を９５％とするのが限度であったのが、それを遙かに超える販
売価格の低減が可能となり、価格競争力が大幅に向上することが分かった。
【００５５】
なお、グループＢのコスト低減率も約１０％減の９０％程度のコストを達成する効果があ
るが、この程度の低減では、従来鋼の販売価格の９５％程度とするのが限度であり、価格
競争力がよくなるとは言えない。また、グループＤについては、既述のように、製造上の
安全確保の点から、製造することができないものとなっている。
【００５６】
以上により、この実施形態の高張力鋼グレーチングの製造方法によれば、高張力鋼の長所
を活用しながら、製品の安全性と規格強度とを維持し、生産効率が高く、有効に重量軽減
を図れ、価格競争力がより高く、かつ、製造上の安全を最大限確保することができる、と
いう効果を得ることができる。
【００５７】
なお、本出願人は、６年以上百万個以上の製造販売実績の中で、コスト低減の努力を続け
て来たが、これまでは、販売価格を従来鋼の９５％程度までしか下げることができなかっ
た。にも拘わらず、その軽量性も相俟って、グレーチング市場における出願人の高張力鋼
グレーチングのシェアは６％を超えるものとなっており、本出願人のグレーチング製造量
全体に占める高張力鋼グレーチングの割合も８０％を超えるものとなっている。
【００５８】
このような状況下で、更に、販売価格を下げることができれば、価格競争力は更に増し、
市場占有率も向上することは容易に予想されることである。かつ、道路等の土木分野で必
須の部品であるグレーチングが、より少ない鋼材で製造できるということは、鋼材全体の
使用量も下げることができ、省資源・省エネルギーで、地球に易しい技術である、という
ことができる。
【００５９】
この実施形態においては、上記許容応力の範囲に加えて、既述のように、
１）引張り強さが８５０Ｎ／ｍｍ２以下の高張力鋼であること、
２）その範囲内の与えられた許容応力を満足する前記素材の降伏点が前記許容応力の１．
３倍以上であること、
３）引張強さが該許容応力の１．８倍以上であること、
という３つの条件を同時に満たすことを高張力鋼グレーチングの主部材の素材としての高
張力鋼に要求している。
【００６０】
１）の条件が要求されるのは、図４（ａ）で説明したように、切断刃の破損の可能性が生
じ、製造上の安全が最大限確保できず、実用的ではないからである。
【００６１】
２）の条件は、グレーチングに負荷除去後の変形が残らないようにするために設定された
ものであり、従来の一般鋼と同じ条件である。しかし、高張力鋼においては、引張強さと
降伏点との関係は、適用対象によっていろいろな組み合わせがある。例えば、高強度が要
求される建築用鋼、土木、海洋構造物、造船、各種の貯槽タンク用などで、いろいろな組
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み合わせがある。
【００６２】
高張力鋼の使用量が多い自動車ボティ用では、従来鋼にくらべ降伏点が同等か低く引張強
さが大きい。これは衝撃を緩和するためのものであったが、降伏点が低いためグレーチン
グとしては重量軽減がうまくできず、かつ、鋼材自体が高価であるため、コストを安くす
ることができなかった。
【００６３】
本出願人は、高張力鋼グレーチングを製造するにあたって、許容応力に対する降伏点、引
張強さの関係を、その６年以上百万個以上の製造蓄積の中から、降伏点については、この
条件を満たすことが必須であることを見いだしたものである。
【００６４】
３）の条件は、主に、素材の疲労限との関係で実際の製品のグレーチングとして使用した
場合に安全上の問題はないかという長年の蓄積から選択されたものである。一般には、許
容応力から見た引張強さは、最低は１．６７倍で、推奨されているのは２倍以上であり、
大きいほどコストダウン率が低下する。
【００６５】
今回、出願人は、６年以上百万個以上の製造蓄積の中で、最もコストダウンできる鋼材で
様々な試験をした結果少なくとも１．８倍以上ならば疲労破壊を実際的にクリアできると
いうことを見つけ出したものである。なお、このことの結果が、図４、５のグラフに結果
として示されている。
【００６６】
以上をまとめると、この高張力鋼グレーチング５の製造方法によれば、少なくとも前記主
部材１の素材を、許容応力が３００Ｎ／ｍｍ２以上３８０Ｎ／ｍｍ２以下で、引張り強さ
が８５０Ｎ／ｍｍ２以下の高張力鋼であって、その範囲内の与えられた許容応力を満足す
る前記素材の降伏点が前記許容応力の１．３倍以上であり、かつ、引張強さが該許容応力
の１．８倍以上という２つの条件を共に満たすものとするとすることによって、高張力鋼
の長所を活用しながら、製品の安全性と規格強度とを維持し、生産効率が高く、有効に重
量軽減を図れ、組工グレーチングにも適用可能で、価格競争力がより高く、かつ、製造上
の安全を最大限確保することができる高張力鋼グレーチングの製造方法を提供することが
できる。
【００６７】
なお、この技術的思想は、後述するように、連結部材のない、また、端部材のない、更に
組工の高張力鋼グレーチングにおいても、同様に有効であり、同様の作用効果を発揮する
。また、技術的思想は、本願明細書全体で記載したように圧接タイプ、組工タイプのいず
れの高張力鋼グレーチングにも適用なものである。
【００６８】
なお、特許文献３：特開２００９－０５７７５０号公報（図１）においては、採用可能な
高張力鋼の例として、その段落［００２３］には、ＨＴ８０（降伏点＝３６５Ｎ／ｍｍ２
以上、引張強さ＝７８０Ｎ／ｍｍ２ 以上）が例示されている。しかし、この高張力鋼を
選択するという製造方法は、本願発明の技術的範囲には属さないものである。
【００６９】
というのは、このＨＴ８０においては、降伏点が３６５Ｎ／ｍｍ２以上であるので許容応
力は２８０Ｎ／ｍｍ２以下となる。引張強さについては７８０Ｎ／ｍｍ２以上であるので
４３３Ｎ／ｍｍ２以下であればよいが両立するためには２８０Ｎ／ｍｍ２以下にしなくて
はならない。これは、本願発明の要件を満たしていない。実際、図５（ｂ）で２８０Ｎ／
ｍｍ２（グループＢ）ではコスト低下率が思ったほどできず最も安くて安全性の高いグレ
ーチングは供給できないことになる。
【００７０】
＜実施形態２＞
図６は、本発明の高張力鋼グレーチングの他例を示すもので、（ａ）は、その正面図、（
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ｂ）は、（ａ）の側面図である。この高張力鋼グレーチング５ＭＡは、上述した組工グレ
ーチングと称されるもので、図１１～図１６に示すものと同じである。また、この高張力
鋼グレーチングは、図１７の組工グレーチングの基本型であって、今回のコスト計算の対
象となるものである。
【００７１】
この高張力鋼グレーチング５ＭＡは、平行に並列された主部材１ＫＡと、その主部材１Ｋ
Ａの両端部を溶接連結する端部材３ＬＡとから構成されている。主部材１ＫＡと端部材３
ＬＡとの溶接は、突き合わせ抵抗溶接ではなく、通常の溶接である。
【００７２】
図７（ａ）は図６の高張力鋼グレーチングの主部材を切断する切断機の一例を示す要部斜
視図、（ｂ）は、例えば、図１１の高張力鋼グレーチングの主部材をパンチングするパン
チング加工機の一例を示す概念図である。
【００７３】
図６の高張力鋼グレーチングの主部材を切断する場合は、図７（ａ）に示すような剪段切
断雄型Ｃａと、剪段切断雌型Ｃｂと、切断長さを決める当たり部材Ｃｃとを備えた切断機
ＣＭによって、所定の幅の長手高張力鋼素材１ｎを切断線ＣＬで切断することで得られる
。この場合も、切断型Ｃａ，Ｃｂの高張力鋼素材の引張強さに対する持ちは、実施形態１
の圧接タイプの高張力鋼の場合と同じであり、また、破損の問題も同様に発生することが
経験的に分かった。
【００７４】
図１１の高張力鋼グレーチングに用いる長手高張力鋼素材１ｏに連結穴１ｅをパンチング
する場合には、図７（ｂ）に示すようなパンチ雄型Ｐａと、パンチ雌型Ｐｂとを備えたパ
ンチング加工機ＰＭを用いるが、この場合も同様なパンチ型Ｐａ，Ｐｂの持ちと破損の問
題が発生するおとが経験的に分かった。 なお、同様のパンチングは、図１２、１３、１
４、１５の主部材においても行われ、同様の問題が発生する。
【００７５】
以上を基に、組工タイプの高張力鋼グレーチングについて、圧接タイプの高張力鋼グレー
チングと同様に、コスト計算をしたのが、図８と図９とである。
【００７６】
図８は、図６の高張力鋼グレーチングについての種々のコストデータを示すグラフであっ
て、（ａ）は、許容応力（Ｎ／ｍｍ２：横軸）に対する切断コスト上昇率（縦軸。単位：
％。許容応力＝１６０Ｎ／ｍｍ２のコストを１００％としている。）を示すグラフ、（ｂ
）は、同高張力鋼グレーチングの主部材の許容応力（Ｎ／ｍｍ２：横軸）に対する重量低
下率（縦軸。単位：％。許容応力＝１６０Ｎ／ｍｍ２の重量を１００％としている。）を
示すグラフである。
【００７７】
図９は、図６の高張力鋼グレーチングについての種々のコストデータを示すグラフであっ
て、（ａ）は、許容応力（Ｎ／ｍｍ２：横軸）に対する主部材単価上昇率（縦軸。単位：
％。許容応力＝１６０Ｎ／ｍｍ２のコストを１００％としている。）を示すグラフ、（ｂ
）は、同高張力鋼グレーチングの主部材の許容応力（Ｎ／ｍｍ２：横軸）に対するコスト
低下率（縦軸。単位：％。許容応力＝１６０Ｎ／ｍｍ２のコストを１００％としている。
）を示すグラフである。
【００７８】
これらの図が示すグラフは、図４、５の圧接タイプの高張力鋼グレーチングについてのグ
ラフと同様であり、その結果、組工タイプの高張力鋼グレーチングの製造方法についても
、図１の高張力鋼グレーチングの製造方法と同様の効果が発揮されることが分かる。
【００７９】
特に、この組工タイプの高張力鋼グレーチングの製造方法では、図９のグループＣのコス
ト低下率７５％程度と 更に削減率が向上しており、価格競争力が更に向上することとな
っている。
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【００８０】
＜実施形態３＞
上記したような、実施形態１の許容応力（引張強さでは、５４０～８５０Ｎ／ｍｍ２）の
範囲内では、圧延加工性が維持され、図２０で説明したように主部材１１が、長方形形状
であるフラットバー形状に限定されず、冷間圧延や、熱間圧延により、図１（ａ）に記載
されたようなＩバー形状とすることができ、その際、最厚部分１ｂの厚さを３ｍｍとする
ことができ、一方、薄い部分１ｃの厚さｔｃを、たとえば、１．５ｍｍ以上２ｍｍ以下と
することができが、最厚部分１ｂの厚さ３ｍｍとの構造的バランスから１．８ｍｍとする
のが好適である。
【００８１】
ここで、従来の図２０の高張力鋼グレーチングでは、主部材１１全体が１．６ｍｍのフラ
ットバーであったので、この主部材１１を連結部材１２に突き合わせ抵抗溶接するための
治具が、その薄さに合わせた溝と溝間ピッチを備えた従来にないものとする必要があり、
本出願人のような開発者においては、そのような専用治具を用意することも十分コスト的
に無駄のないものであったが、グレーチング業界の他の業者に実施許諾等する場合には、
新たに専用治具を用意するという初期投資が必要となって、その点の改善も要請されてい
た。
【００８２】
ところが、最大厚３ｍｍのＩバーであれば、業界の一般業者は、従来からも、それに合う
フラットバー用の治具を備えているので、他の業者に実施させる場合の初期投資を少なく
あるいは全くなしにすることができ、高張力鋼グレーチングの製造可能な同業者の数を増
やす場合の障害がひとつ解消することとなり、高張力鋼グレーチングの業界全体での製造
量をより簡単に増やすことができるようになる。
【００８３】
なお、従来より、主部材の最大厚は、規格として、アイバーの場合は、５ｍｍ、７ｍｍ、
フラットバーの場合は、３ｍｍ、４．５ｍｍ、６ｍｍ、９ｍｍ、１２ｍｍ、１６ｍｍと決
まっており、請求項で３ｍｍ以上と記載した主部材の厚さは、一般的には、これらの厚さ
に限定されるが、規格上、更に厚い主部材が設定される場合には、それらの厚さも含むも
のである。
【００８４】
また、主部材の形状は、上述のように圧延加工性のよい鋼材を用いる場合には、図１（ｃ
）のようなＹ字形状の主部材１Ａ、（ｄ）のようなＵ字形状の主部材１Ｂ、（ｅ）のよう
なＴ字形状の主部材１Ｃとしてもよく、その形状の選択肢が増える。
【００８５】
また、上記の説明では、主部材について許容応力の範囲の形態を提案しているが、請求項
にも記載した通り、上述の種々の形態は、主部材だけでなく、連結部材、端部材にも適用
できるものである。また、主部材だけを高張力鋼として、他の連結部材、端部材を高張力
鋼でない鋼材、例えば、一般構造用圧延鋼材（ＳＳ４００ ＪＩＳ Ｇ－３１０１）として
もよい。
【００８６】
＜実施形態４＞
本発明の高張力鋼グレーチングの製造方法では、少なくとも主部材の素材である高張力鋼
鋼材の、Ｃ＋Ｍｎ／６の含有量が、０．６０％以下であるようにすることができ、その値
は、グレーチングの構造を維持する溶接性を保つ限界値であることを、本出願人は、６年
に渡る製造経験の中で、見いだした。
【００８７】
この０．６０％以下という数値自体は、ＪＩＳ規格にも記載されているものではあるが、
この数値は同種の材料同士を標準的な状態で溶接する場合には信頼性のあるものであるか
もしれない。
【００８８】
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しかし、本出願人は、実際にグレーチングという製品のなかで、百万個以上のグレーチン
グの製造実績のなかで、例えば、高張力鋼である主部材と一般構造用鋼材である連結部材
とを突き合わせ抵抗溶接した後に、図３（ａ）に示すように切断した際に、溶接部分が外
れることがあるかないかを検証した後に上記０．６０％以下という数値が実用上信頼でき
る数値であることを確認したものであり、その点で十分な進歩性があると言える。
【００８９】
また、一般に、上記した許容応力が３００Ｎ／ｍｍ２以上で３８０Ｎ／ｍｍ２以下の範囲
では、実用上は０．５５％というのが目安であるが、本出願人は、実際に製品を造って上
記のような溶接性が維持される範囲は、より大きい０．６０％以下であっても良い、とい
うことを見出したものである。
【００９０】
＜実施形態５＞
本発明の高張力鋼グレーチングの製造方法では、少なくとも主部材の素材である高張力鋼
鋼材の、ケイ素Ｓｉの含有量が、０．０１％～０．０６％及び０．１３％～０．３％の範
囲内であるようにすることができ、その場合、めっき（溶融亜鉛めっき）の光沢が少なく
、見た目が悪くなるというメッキやけが生じないということを、自らメッキ工場を所有し
稼働させている本出願人は、３年に渡る製造経験の中で、見いだした。
【００９１】
このケイ素Ｓｉの含有量の範囲も、単に一般的な専門書に記載されている数値を採用した
ものではなく、実際に、百万個以上のグレーチングの製造実績のなかで、グレーチングに
メッキをすることを繰り返してみると、そのケイ素Ｓｉの分布によってメッキの光沢のバ
ラツキがあったりする等という現場での経験を踏まえたうえで、その数値範囲が妥当なも
のであることを実証して採用したものであり、その点で進歩性を有するものであると考え
る。
【００９２】
加えて、本出願人は、上記製造実績のなかで、最終工程において、溶融亜鉛めっきをする
際に、最適のメッキ厚を形成するために重要な要件であることも見い出したものである。
【００９３】
つまり、溶融亜鉛めっきの場合、高張力鋼グレーチングの全体が湯のなかに漬かっている
時間が最低限３０秒必要であるが、ケイ素の量が上記範囲を超えると、亜鉛めっきの合金
層の生成が早くなり、必要以上に亜鉛メッキ層が形成され、コスト高となる上、重量増に
もなることを経験的に導き出したものである。
＜実施形態６＞
【００９４】
本願の製法の対象となる高張力鋼グレーチングの主部材及び連結部材の形状は、既に、記
述したものだけに限定されず、以下の図１０から図１８のものであっても、また、グレー
チングをベースとした加工品全てについて、既述の実施形態１～５に記載した形態とする
ことができ、その形態の効果を発揮することができるものである。
【００９５】
図１０は、本発明の高張力鋼グレーチングの他例を示すもので、（ａ）は、その正面図、
（ｂ）は、（ａ）のＡＡ矢視断面図である。これより既に説明した部分と同じ部分には、
同じ符号を付して、重複説明を省略し、また、既に説明した部分と同様の部分には、添え
符号を付して、既に説明した部分と異なる点だけを説明する。
【００９６】
図１０の高張力鋼グレーチング５Ｄは、主部材１Ｄが、図１４の主部材１１と同様に長方
形のフラットバー形状である点と、端部材５Ｄがいわゆるツバ付きのＺ字形状をしていて
、グレーチング５Ｄに係る荷重ＷＴをこの端部材５Ｄが負担するものである点と、連結部
材２がツイストバーである点が、図１の高張力鋼グレーチング５と異なるが、この高張力
鋼グレーチング５Ｄにも、上記実施形態１～５の形態を適用することができ、適用した場
合には、その形態の効果を同様に発揮する。また、主部材は、断面形状が長方形のフラッ
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トバー形状も含むものである。
【００９７】
図１１は、本発明の高張力鋼グレーチングの他例を示すもので、（ａ）は、その主部材と
連結部材との関係を示す斜視図、（ｂ）は、（ａ）の主部材と連結部材とで構成された高
張力鋼グレーチングの外観斜視図である。
【００９８】
この高張力鋼グレーチング５Ｅは、連結部材２Ｅが丸棒であって、主部材１Ｅの上端では
なく、全高の半分位の所にある連結穴１ｅを貫通して、溶接や絞り加工によって、主部材
１Ｅに連結固定されている点が、図１の高張力鋼グレーチング５と異なるが、この高張力
鋼グレーチング５Ｅにも、上記実施形態１～５の形態を適用することができ、適用した場
合には、その形態の効果を同様に発揮する。
【００９９】
図１２は、本発明の高張力鋼グレーチングの他例を示すもので、（ａ）は、その主部材と
連結部材との関係を示す斜視図、（ｂ）は、（ａ）の主部材と連結部材とで構成された高
張力鋼グレーチングの外観斜視図である。
【０１００】
この高張力鋼グレーチング５Ｆは、連結部材２Ｆが角棒であって、主部材１Ｆの上端では
なく、全高の半分位の所にある連結角穴１ｆを貫通して、溶接や絞り加工によって、主部
材１Ｆに連結固定されている点が、図１の高張力鋼グレーチング５と異なるが、この高張
力鋼グレーチング５Ｆにも、上記実施形態１～５の形態を適用することができ、適用した
場合には、その形態の効果を同様に発揮する。
【０１０１】
図１３は、本発明の高張力鋼グレーチングの他例を示すもので、（ａ）は、その主部材と
連結部材との関係を示す斜視図、（ｂ）は、（ａ）の主部材と連結部材とで構成された高
張力鋼グレーチングの外観斜視図である。
【０１０２】
この高張力鋼グレーチング５Ｇは、連結部材２Ｇが溝２ｇ付きのフラットバー形状であっ
て、主部材１Ｇは、この連結部材２Ｇの溝２ｇに収容されて、溶接によって、主部材１Ｇ
に連結固定されている点が、図１の高張力鋼グレーチング５と異なるが、この高張力鋼グ
レーチング５Ｇにも、上記実施形態１～５の形態を適用することができ、適用した場合に
は、その形態の効果を同様に発揮する。
【０１０３】
図１４は、本発明の高張力鋼グレーチングの他例を示すもので、（ａ）は、その主部材と
連結部材との関係を示す斜視図、（ｂ）は、（ａ）の主部材と連結部材とで構成された高
張力鋼グレーチングの外観斜視図である。
【０１０４】
この高張力鋼グレーチング５Ｈは、連結部材２Ｈがフラットバー形状であって、主部材１
Ｈは、その下端に連結部材２Ｈを収容する溝１ｈを備え、連結部材２Ｈはこの溝１ｈに収
容されて、溶接によって、主部材１Ｈに連結固定されている点が、図１の高張力鋼グレー
チング５と異なるが、この高張力鋼グレーチング５Ｈにも、上記実施形態１～５の形態を
適用することができ、適用した場合には、その形態の効果を同様に発揮する。なお、溝１
ｈの存在は疲労強度上は不利な点であるが、連結部材２を主部材Ｈと同じとして、溶接す
れば、その不利点は解消される。
【０１０５】
図１５は、本発明の高張力鋼グレーチングの他例を示すもので、（ａ）は、その主部材と
連結部材との関係を示す斜視図、（ｂ）は、（ａ）の主部材と連結部材との連結部分の正
面図、（ｃ）は、（ｂ）のＤＤ矢視断面図、（ｄ）は、（ａ）の主部材と連結部材とで構
成された高張力鋼グレーチングの外観斜視図である。
【０１０６】
この高張力鋼グレーチング５Ｉは、連結部材２Ｉが丸パイプであって、主部材１Ｉの上端
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ではなく、全高の半分位の所にある連結穴１ｉを貫通して、図８（ｂ）、（ｃ）に示すよ
うに、絞り加工によって、主部材１Ｉに連結固定されている点が、図１の高張力鋼グレー
チング５と異なるが、この高張力鋼グレーチング５Ｉにも、上記実施形態１～５の形態を
適用することができ、適用した場合には、その形態の効果を同様に発揮する。
【０１０７】
図１６は、本発明の高張力鋼グレーチングの他例を示すもので、（ａ）は、その主部材と
連結部材との関係を示す斜視図、（ｂ）は、（ａ）の主部材と連結部材とで構成された高
張力鋼グレーチングの外観斜視図である。
【０１０８】
この高張力鋼グレーチング５Ｊは、連結部材２Ｊが主部材１Ｊより少し高い高さから少し
低い高さの範囲の高さを有する板を波状に屈曲させた波状体となっていて、その突部分の
表面が主部材１Ｊに接触して溶接されて、主部材１Ｊに連結固定されている点が、図１の
高張力鋼グレーチング５と異なるが、この高張力鋼グレーチング５Ｊにも、上記実施形態
１～５の形態を適用することができ、適用した場合には、その形態の効果を同様に発揮す
る。
【０１０９】
図１７は、本発明の高張力鋼グレーチングの他例を示すもので、（ａ）は、端部材となる
ツバ部分にＬ型鋼を用いた高張力鋼グレーチングを示す外観斜視図、（ｂ）は、全高調整
のためのパイプ脚を備えた高張力鋼グレーチングの外観斜視図である。
【０１１０】
図１７（ａ）の高張力鋼グレーチング５Ｋは、図１の高張力鋼グレーチング５に比べ、端
部材３Ｋが、Ｌ型鋼とされたツバ付きグレーチングである点が異なる。この高張力鋼グレ
ーチング５Ｋにも、上記実施形態１～５の形態を適用することができ、適用した場合には
、その形態の効果を同様に発揮する。なお、このツバ付きグレーチングの場合に、必ずし
も上側のＬ型鋼だけの形状でなく、図６のグレーチング５Ｄの端部材３ＤのようにＺ字状
としてもよく、その場合にＬ型鋼を２つ組み合わせしてもよい。
【０１１１】
図１７（ｂ）の高張力鋼グレーチング５Ｌは、主部材１と連結部材２と端部材３は、図１
のグレーチング５の主部材１と連結部材２と端部材３と同様の構成であるが、下部にグレ
ーチング５Ｌの高さをより高くするパイプ脚４が連結固定されている点が、図１の高張力
鋼グレーチング５と異なるが、この高張力鋼グレーチング５Ｌにも、上記実施形態１～５
の形態を適用することができ、適用した場合には、その形態の効果を同様に発揮する。
【０１１２】
図１８は、本発明の高張力鋼グレーチングの他例を示すもので、（ａ）は外観上面図、（
ｂ）は（ａ）のＥＥ矢視断面図、（ｃ）は（ａ）の本体部を示す上面図、（ｄ）は（ａ）
の通水板を示す上面図である。
【０１１３】
この図１８の高張力鋼グレーチング５Ｍは、図１の高張力鋼グレーチング５に比べ、連結
部材２がなく、複数の主部材１Ｋの端部を端部材３Ｌで連結し、この主部材１Ｋの上に、
通水板４を設置したものである点が異なっている。
【０１１４】
グレーチング５Ｍの下部には、主部材１Ｋに渡る取付板３ｂが設けられている。通水板４
は、縞鋼板を矩形としたものであるが、縞鋼板のような突起のないものであってもよい。
通水板４には、細長い通水孔４ａが設けられているが、これはなくともよい。通水板４の
幅は、主部材１Ｋを挟んでいる端部材３Ｌ間の間隔より小さくなっており、その結果、通
水板４と端部材３Ｌとの間に通水隙間５ａが形成されている。
【０１１５】
この高張力鋼グレーチング５Ｍは、例えば、地中に設置された導水管の上部に設置されて
、道路等の表面と同じ面に通水板４がなるように設置され、道路等の表面の排水に用いら
れるものである。
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【０１１６】
この高張力鋼グレーチング５Ｍによれば、通水の効果に加え、図１の高張力鋼グレーチン
グ５と同じ効果も発揮する。
【０１１７】
図１９は、本発明の高張力鋼グレーチングの他例を示すもので、（ａ）は、主部材と連結
部材とだけの高張力鋼グレーチングを示す外観斜視図、（ｂ）は、（ａ）に全高調整のた
めのパイプ脚を備えた高張力鋼グレーチングの外観斜視図である。
【０１１８】
図１９（ａ），（ｂ）の高張力鋼グレーチング５ＫＡ、５ＬＡは、図１７（ａ）、（ｂ）
の高張力鋼グレーチング５Ｋ、５Ｌの端部材３Ｋ、３を取り去ったもので、主部材１、連
結部材２だけでグレーチングの主要部分を形成しているものである。用途によっては、こ
のような高張力鋼グレーチング５ＫＡ、５ＬＡも需要がある。これらの高張力鋼グレーチ
ング５ＫＡ、５ＬＡは、高張力鋼グレーチング５Ｋ、５Ｌと同様の効果を発揮する。
なお、本発明の高張力鋼グレーチングは、上記の実施形態（実施例）に限定されない。ま
た、特許請求の範囲に記載された範囲、実施形態（実施例）の範囲で、種々の変形例、組
み合わせが可能であり、それらも、特許請求の範囲の技術的範囲に含まれるものである。
【産業上の利用可能性】
【０１１９】
本発明の高張力鋼グレーチングの製造方法は、高張力鋼の長所を活用しながら、製品の安
全性と規格強度とを維持し、生産効率が高く、有効に重量軽減を図れ、組工グレーチング
にも適用可能で、価格競争力がより高く、かつ、製造上の安全を最大限確保することが要
請される産業分野に、特に、道路の側溝蓋や、集水枡蓋や、クリーンルームや多数階駐車
場などの床板や、階段の踏み板の高張力鋼グレーチングの製法として用いることができる
。

【図１】 【図２】
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